
１．介護保険利用料

○ 基本サービス費（法定代理受領分／１日あたり）

要支援２ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

761単位 801単位 824単位 841単位 859単位

○ 加算利用料（法定代理受領分／１日あたり）

（死亡日の前日及び前々日）

＊印は、要支援２には算定されません。
桑名市は地域区分６級地となり1単位＝10.27円となります。

２．その他の利用料

家賃

食材費

水熱光費

管理費

修繕積立金

入居時契約金

おむつ代・理美容代・レクリエーション費・交通費・外出支援費・医療費その他上記に含まれない
個人のために使用する品等に要する費用は、実費負担とします。

３．１ヶ月の利用料（１ヶ月３０日　要介護１の場合）

令和8年2月1日現在

１１４，０００円

１１４，０００円

６０，７０６円　(２割負担) １７４，７０６円

９１，０５９円　(３割負担) ２０５，０５９円

　 退居時居室修繕費・クリーニング代としての積立金

介護保険利用料 その他の利用料 合計

３０，３５３円　(１割負担) １１４，０００円 １４４，３５３円

退居時情報提供加算 ２５０単位/回

５０，０００円

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
基本サービス費に各種加算を加えた合計単位数の1000分の186に
相当する単位数(1単位未満の端数四捨五入)

金　額

１，５００円／日　　１，３００円／日
１，１００円／日　　１，０００円／日

１，５００円／日 ３食＋おやつ代

４００円／日 水道・電気・ガス・冷暖房費等

８，０００円／月 建物設備備品保守維持管理費・点検費・保険料等

４，０００円／月

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０単位/月

協力医療機関連携加算（＊） １００単位/月

２２単位／日

退居時相談援助加算 ４００単位／回

認知症専門ケア加算（Ⅰ）　加算対象　日常自立度Ⅲ、Ⅳ、M ３単位／日

初期加算（入所日から30日間） ３０単位／日

介護保険法における加算要件に適した場合に
加算されます。

若年性認知症利用者受入加算 １２０単位／日

入院時費用（1月に6日を限度） ２４６単位／日

看取り介護加算（＊）

（死亡日以前31～45日以下） ７２単位／日

（死亡日以前4日以上30日以下） １４４単位／日

６８０単位／日

（死亡日） １，２８０単位／日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

医療連携体制加算（Ⅰ）ハ（＊） ３７単位／日
日常的な健康管理、医療ニーズを適切に対応
する体制整備に加算されます。

社会福祉法人　自立共生会　くわなの宿
グル－プホーム利用料金表

要介護１

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 765単位


